
台東区地域包括支援センター運営方針の変更点 

 

令和８年度変更(案)  令和７年度版 

文言修正 

 

1.包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

 

【７頁目】 

（１）総合相談支援事業 

 

【８頁目】 

（２）権利擁護事業 

 

【９頁目】 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

 

  

 

 

 

 

（１）総合相談支援業務 

 

 

（２）権利擁護業務 

 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 

 

事業名の変更 

 

3.介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

 

【１２頁目】（１）サービス・活動事業 

 

 

 

 

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

 

資料５ 別紙 


